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公益財団法人日本賃貸住宅管理協会における取組

○ 令和7年7月以降、日本賃貸住宅管理協会では会員向けにカスハラ対策に関するガイドブックやポスターの作成、基本方針
のひな型の策定、契約書ひな型の改訂といったカスタマーハラスメント防止に向けた4つの取組を実施。

○ これらの取組により、会員企業が対外的に方針を示し、契約面での予防策を講じるとともに、顧客との相互尊重の関係構築を
目指している。

ガイドブックの作成 ポスターの作成 基本方針のひな型の策定

【賃貸住宅管理受託契約書】

（契約の解除）

第２２条２項 甲又は乙は、本契約に定める義務の履行に関して、その履行義務を果たさない場合には、

その相手方は相当の期間を定めて履行を催促し、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約

を解除することができる。

⑥ 相手方（甲又は乙の役員及び従業員を含む）に対し、暴行・侮辱・暴言・土下座の要 求・継続的な執拗

な言動・個人への攻撃や要求・その他著しい迷惑行為（カスタマー ハラスメントに該当する行為を含む）をし

た場合

契約書ひな型の改訂
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